
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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一
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会

○
福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

一
二
七

規

則

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
九
号

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
様
式
第
四
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
診
断
書

及
び
意
見
書
に
よ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
等
申
請
（
届
）
書
（
様
式
第
五
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め

る
申
請
書
又
は
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
不
該
当
認
定
通
知
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
該
当
認
定
通
知
書
（
様

式
第
六
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
通
知
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
か
ら
様
式
第
６
号
ま
で

削
除

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
（
見

出
し
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

様
式
第
四
号
に
よ
る
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
又
は
様
式
第
五
号
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
交

付
等
申
請
（
届
）
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ

く
診
断
書
及
び
意
見
書
又
は
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
と
み
な
す
。

（
障
が
い
福
祉
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
商
工
会
等
検
査
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
商
工
会
等
検
査
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
五
項

及
び
第
六
十
条
並
び
に
商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
五
十
八
条
第
一

項
及
び
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
商
工
会
等
に
対
し
て
知
事
が
行
う
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
の
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
商
工
会
等
」
と
は
、
商
工
会
、
福
島
県
商
工
会
連
合
会
及
び
商
工
会

議
所
を
い
う
。

（
検
査
の
目
的
）

第
三
条

検
査
は
、
商
工
会
等
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
工
会

等
に
対
す
る
個
別
指
導
の
実
を
挙
げ
、
も
っ
て
商
工
会
等
の
正
常
な
事
業
運
営
を
促
進
し
、
商
工
業
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の
総
合
的
な
改
善
発
達
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
検
査
権
の
行
使
）

第
四
条

検
査
は
、
福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一

項
第
十
一
号
及
び
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
地
方
振
興
局
長
が
指
定
す
る
地
方
振
興
局

の
職
員
が
こ
れ
に
当
た
る
も
の
と
す
る
。

２

地
方
振
興
局
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
商
工
労
働
部
長
に
対
し
、
検
査
へ
の
職
員
の
派
遣
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
振
興
局
長
は
、
地
方
振
興
局
の
職
員
の
ほ
か
、
商

工
労
働
部
長
が
派
遣
す
る
職
員
を
前
項
に
規
定
す
る
検
査
に
当
た
る
職
員
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と

す
る
。

（
検
査
事
項
）

第
五
条

検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一

業
務
運
営
の
状
況

二

会
計
の
状
況

（
検
査
の
方
法
）

第
六
条

検
査
は
、
検
査
を
受
け
る
商
工
会
等
の
事
務
所
そ
の
他
の
当
該
商
工
会
等
の
業
務
に
関
係
の

あ
る
場
所
に
お
い
て
実
地
検
査
の
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項

後
段
の
職
員
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
検
査
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２

検
査
職
員
は
、
十
分
な
注
意
を
も
っ
て
検
査
を
行
い
、
事
実
の
認
定
、
処
理
の
判
断
及
び
意
見
の

表
明
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

検
査
職
員
は
、
商
工
会
等
の
内
部
統
制
組
織
の
信
頼
性
の
程
度
を
勘
案
し
て
、
試
査
の
範
囲
を
合

理
的
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
基
準
日
及
び
検
査
の
範
囲
）

第
七
条

検
査
基
準
日
は
、
検
査
に
着
手
し
た
日
の
前
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
検
査
に
着
手
し
た
日
の

前
日
に
残
高
試
算
表
等
の
検
査
に
必
要
な
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
検
査
に
着
手
し
た

日
の
直
近
の
残
高
試
算
表
等
が
作
成
さ
れ
た
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

検
査
の
範
囲
は
、
検
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
検
査
基
準

日
ま
で
の
商
工
会
等
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
検
査
職
員
は
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
開
始
の
日
前
及
び
検
査

基
準
日
後
の
商
工
会
等
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
も
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
の
通
告
の
取
扱
い
）

第
八
条

検
査
は
、
商
工
会
等
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
検
査
通
知
書
（
様
式
第
一
号
）
を
発
出
し
て
行

う
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
検
査
通
知
書
を
発
出
し
な
い
で
行
う
検
査
（
以
下
「
無
通
告
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
振
興
局
長
は
、
検
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
商
工
労
働
部
長
に
協
議
し
、

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
方
振
興
局
長
は
、
無
通
告
検
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
協
議
に
際
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
検
査
通
知
書
を
発
出
す
る
こ
と
に
よ
り
検
査
の
適
正
な
執
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
理
由
等
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

商
工
労
働
部
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
つ
い
て
、
検
査
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
に
は
同
意
す
る
も
の
と
し
、
無
通
告
検
査
の
実
施
の
適
否
に
つ
い
て
は
地
方
振
興
局
長
に

対
し
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

（
無
通
告
検
査
時
の
検
査
通
知
書
の
交
付
及
び
身
分
証
明
書
等
の
携
帯
）

第
九
条

検
査
職
員
は
、
無
通
告
検
査
に
着
手
す
る
場
合
に
は
、
商
工
会
等
の
会
長
、
副
会
長
そ
の
他

の
責
任
者
（
以
下
「
会
長
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
当
該
検
査
に
係
る
検
査
通
知
書
を
交
付
す

る
と
と
も
に
、
検
査
を
行
う
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
の
実
施

に
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

２

検
査
職
員
は
、
検
査
に
際
し
て
は
、
商
工
会
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
五

十
八
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は
商
工
会
議
所
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八

年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
商
工
会
等
か
ら
請
求
の

あ
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
執
務
時
間
内
検
査
の
原
則
）

第
十
条

検
査
は
、
商
工
会
等
の
執
務
時
間
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
等
の
承
諾
を
得

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
検
査
の
立
会
い
）

第
十
一
条

検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
会
長
等
一
人
以
上
の
立
会
い
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

監
事
、
監
査
役
そ
の
他
の
会
長
等
の
職
務
の
執
行
を
監
査
す
る
立
場
に
あ
る
者
(以
下
「
監
事
等
」

と
い
う
。
）
が
置
か
れ
る
商
工
会
等
の
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
監
事
等
の
立
会
い
を
得

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
無
通
告
検
査
の
実
施
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項

中
「
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
得
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
会
長
等
の
指
定
す
る

職
員
の
立
会
い
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
二
項
中
「
得
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
あ
る
の
は
「
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
私
物
検
査
の
制
限
）

第
十
二
条

検
査
職
員
は
、
役
員
及
び
使
用
人
の
私
物
に
つ
い
て
は
、
検
査
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
検
査
の
執
行
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
取
引
先
等
と
の
照
査
）

第
十
三
条

検
査
職
員
は
、
検
査
の
執
行
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
退
職
し
た
会
長
等

又
は
使
用
人
、
商
工
会
員
、
取
引
先
（
出
資
先
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
任
意
の
説

明
、
答
弁
又
は
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
検
査
商
工
会
等
に
対
す
る
配
意
）

第
十
四
条

検
査
職
員
は
、
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
商
工
会
等
の
業
務
の
執
行
に
支
障
の
な
い

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
商
工
会
等
に
無
用
の
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
品
位
の
保
持
等
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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第
十
五
条

検
査
職
員
は
、
検
査
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
品
位
を
保
持
し
、
検
査
に
対
す
る
信
頼
を
得

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
十
六
条

検
査
職
員
は
、
検
査
を
終
了
す
る
に
際
し
て
検
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
項
に
つ

い
て
、
会
長
等
か
ら
意
見
を
聴
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
講
評
）

第
十
七
条

検
査
職
員
は
、
検
査
を
終
了
す
る
に
際
し
、
役
員
全
員
に
対
し
て
検
査
結
果
に
つ
い
て
の

講
評
を
行
い
、
当
該
検
査
結
果
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の

事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
講
評
の
時
期
を
変
更
し
、
又
は
会
長
等
の
う
ち
一
部
の
役
員
に
対
し
て

講
評
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
結
果
の
報
告
及
び
検
査
書
の
交
付
）

第
十
八
条

検
査
職
員
は
、
検
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
検
査
結
果
報
告
書
を
作
成
し
て
、

地
方
振
興
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
検
査
結
果
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
地
方
振
興
局
長
は
、

そ
の
写
し
を
商
工
労
働
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
の
検
査
を
行
っ
た
検
査
職
員
は
、
検
査
の
結
果
を
商
工
会

議
所
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
を

経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

検
査
の
結
果
、
地
方
振
興
局
長
が
改
善
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
重
要
な
指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
、

検
査
書
に
よ
り
そ
の
商
工
会
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
商
工
労
働
部
長
が
、
次
項
に

規
定
す
る
警
告
を
発
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

４

商
工
労
働
部
長
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
結
果
報
告
書
の
提
出
を
受
け
商
工
会
法
第
五
十
一

条
第
一
項
本
文
又
は
商
工
会
議
所
法
第
五
十
九
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
警
告
を
発
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
警
告
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

商
工
労
働
部
長
が
前
項
の
警
告
を
発
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
警
告
の
対
象
と
な
る
商
工
会
等
に

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
機

会
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
指
摘
事
項
に
対
す
る
報
告
の
徴
求
）

第
十
九
条

知
事
は
、
前
条
第
三
項
の
検
査
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
商
工
会
法
第
五
十
条
第
一
項
又

は
商
工
会
議
所
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
期
日
を
定
め
て
、
そ
の
商
工
会
等
か
ら
当

該
検
査
書
で
指
摘
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
見
解
又
は
措
置
若
し
く
は
改
善
方
針
に
つ
い
て
、
理
事
会

に
お
け
る
協
議
を
求
め
た
上
、
当
該
理
事
会
の
議
事
録
謄
本
及
び
監
事
等
の
意
見
書
等
を
添
付
し
た

報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
条
第
四
項
の
警
告
を
発
し
た
と
き
は
、
商
工
会
法
第
五
十
条
第
一
項
又
は
商
工
会
議

所
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
期
日
を
定
め
て
、
そ
の
商
工
会
等
に
対
し
改
善
計
画
の

提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
も

の
と
す
る
。

（
検
査
の
拒
否
等
に
対
す
る
措
置
）

第
二
十
条

検
査
の
拒
否
、
妨
害
、
忌
避
そ
の
他
重
大
な
事
故
に
よ
り
検
査
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
検
査
職
員
は
直
ち
に
知
事
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
二
十
一
条

検
査
職
員
は
、
検
査
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
項
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
。
検
査
職
員
で
な
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様 式 第 １ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）
第 号
年 月 日

様

福 島 県 地 方 振 興 局 長 □印

検 査 通 知 書
法 第 条 第 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 に よ り 検 査 を 行 い ま す 。

記
検 査 基 準 日 年 月 日
検 査 期 日 自 年 月 日

至 年 月 日
担 当 検 査 員 職 氏 名

（
経
営
金
融
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
い
わ

石
川
郡
石
川
町
大
字
双
里

変
更
前

九
・
四
〜

一
七
九
・
一

き
石
川
線

字
七
鍬
石
一
〇
一
番
地
先

一
七
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
大
字
双
里

変
更
後

一
〇
・
二
〜

一
七
九
・
一

字
七
鍬
石
六
一
番
地
先
ま

二
四
・
〇

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
赤
留

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字

変
更
前

八
・
一
〜

四
〇
五
・
九

塔
寺
線

塔
寺
字
杉
境
二
〇
六
七
番

一
四
・
一
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一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字

変
更
後

一
〇
・
九
〜

四
〇
五
・
九

塔
寺
字
大
門
一
五
一
九
番

三
六
・
三

一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
喜
多

喜
多
方
市
岩
月
町
喜
多
方

変
更
前

八
・
〇
〜

一
五
八
・
七

方
西
会
津

字
稲
村
七
七
三
番
地
先
か

一
六
・
〇

線

ら同

市
岩
月
町
喜
多
方

変
更
後

八
・
〇
〜

一
五
八
・
七

字
稲
村
八
八
一
番
地
先
ま

一
八
・
三

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
上
戸

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅

変
更
前

一
〇
・
〇
〜

六
六
・
三

渡
広
野
線

見
川
字
大
谷
内
一
三
六
番

一
五
・
〇

二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
浅

見
川
字
大
谷
内
一
三
六
番

二
七
地
先
ま
で

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅

変
更
後

一
一
・
〇
〜

一
〇
五
・
五

見
川
字
大
谷
内
一
三
六
番

五
七
・
一

二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
浅

見
川
字
桜
田
一
〇
九
番
六

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
い
わ

い
わ
き
市
植
田
町
中
央
一

変
更
前

八
・
五
〜

四
四
・
〇

き
上
三
坂

丁
目
四
番
一
五
地
先
か
ら

一
五
・
〇

小
野
線

同

市
植
田
町
中
央
一

丁
目
四
番
一
一
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
〇
〜

四
四
・
〇

一
八
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
会
津
若
松
三
島
線

大
沼
郡
会
津
美
里
町
小
沢
字
村
東
甲
四

平
成
二
七
年
三
月
六
日

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
小
沢
字
台
畑
甲
三

三
一
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公 告 第 ５ ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 仮 設 乾 燥 施 設 運 転 管 理 等 業 務 の

委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と
い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の
規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 27年 ３ 月 ６ 日
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 吉 成 隆

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
仮 設 乾 燥 施 設 運 転 管 理 等 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 27年 １ 月 21日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
Ｊ Ｆ Ｅ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ８ 番 １ 号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
8 , 6 9 7 , 9 3 1 , 2 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 10条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）
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公
告
第
五
十
四
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

島
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
野
地
寿
子
か
ら
医
療
・
福
祉
労
働
者
の
大
幅
増
員
、
賃
金
と

雇
用
の
確
保
等
の
要
求
に
関
し
て
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日

付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

日
時

平
成
二
十
七
年
三
月
十
二
日
か
ら
問
題
解
決
ま
で
の
期
間

二

場
所

大
原
綜
合
病
院
、
清
水
病
院
、
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー
、
医
療
生
協
わ
た
り
病
院
、
生
協
い

い
の
診
療
所
、
医
療
生
協
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
さ
く
ら
み
ず
、
訪
問
看
護
さ
く
ら
み
ず
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
サ
テ
ラ
イ
ト
ほ
ほ
え
み
、
訪
問
看
護
や
ま
な
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
訪
問
看
護
さ
く
ら
み
ず
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
、
医
療
生
協
わ
た
り
介
護
支
援
事
業
所
、
や
ま
な
み
介
護
支
援
事
業
所
、
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ひ
だ
ま
り
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
、
桑
野
協
立
病
院
、
桑
野
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
郡
山
東
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
小
名
浜
生
協
病
院
、
小
名
浜
生
協
病
院
付
属

せ
い
き
ょ
う
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
も
め
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
虹
の
丘
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
岡
小
名
、
会
津
若
松
診
療
所
、
き
た
か
た
診
療
所
、
訪
問
看
護
な
な
い
ろ

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
訪
問
看
護
き
た
か
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
白
河
厚
生
総
合
病
院
、
白
河
厚
生
総
合
病

院
付
属
高
等
看
護
学
院
、
農
村
検
診
セ
ン
タ
ー
、
塙
厚
生
病
院
、
塙
厚
生
病
院
併
設
介
護
老
人
保
健

施
設
久
慈
の
郷
、
鹿
島
厚
生
病
院
、
鹿
島
厚
生
病
院
併
設
老
人
保
健
施
設
厚
寿
苑
、
高
田
厚
生
病
院
、

坂
下
厚
生
総
合
病
院
、
坂
下
厚
生
総
合
病
院
併
設
老
人
保
健
施
設
な
ご
み
、
厚
生
連
本
所
、
竹
田
綜

合
病
院
、
竹
田
に
こ
に
こ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
竹
田
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
竹
田
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
竹
田
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｔ
Ｒ
Ｙ
、

竹
田
ほ
ほ
え
み
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
竹
田
綜
合
病
院
附
属
芦
ノ
牧
温
泉
病
院
、
エ
ミ
ネ
ン
ス

芦
ノ
牧
及
び
山
鹿
ク
リ
ニ
ッ
ク

三

概
要

ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
む
争
議
行
為
を
随
時
行
う
。

（
雇
用
労
政
課
）

公
告
第
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ビ
バ
ホ
ー
ム
横
塚
店

福
島
県
郡
山
市
横
塚
二
丁
目
二
百
八
十
六
番
地
一
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

九
千
六
百
三
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
七
年
三
月
一
日

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日

六

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公
告
第
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
南
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

掘

雅

雄

一

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

白
河
市
の
う
ち
道
場
小
路
、
鷹
匠
町
、
中
町
、
天
神
町
及
び
愛
宕
町
の
各
一
部
の
区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
白
河
市
建
設
部
都
市
政
策
室
都
市
計
画

課
三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

県
南
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
白
河
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
都
市
計

画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び

意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間
内
に
福
島
県
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
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情
報
処
理
科

八
〇
人

国
際
経
済
科

四
〇
人

「

経
営
情
報
科

八
〇
人

マ
ネ
ジ
メ
ン

八
〇
人

ト
会
計
科

別
表
第
一
福
島
県
立
福
島
商
業
高
等
学
校
の
項
中

を

情
報
ビ
ジ
ネ

一
六
〇
人

ス
科

経
営
ビ
ジ
ネ

一
六
〇
人

ス
科

会
計
ビ
ジ
ネ

一
六
〇
人

ス
科

」

情
報
ビ
ジ
ネ

二
四
〇
人

ス
科

経
営
ビ
ジ
ネ

二
四
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
福
島
東
高
等
学
校
の
項
中
「
八
八
〇
人
」

ス
科

会
計
ビ
ジ
ネ

二
四
〇
人

ス
科

」

を
「
八
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
福
島
南
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
川
俣
高
等
学
校
の
項
中
「
二
四
〇
人
」
を
「
二
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福

島
県
立
保
原
高
等
学
校
の
項
中
「
六
八
〇
人
」
を
「
六
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
安
達
高
等

学
校
の
項
中
「
七
二
〇
人
」
を
「
六
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
二
本
松
工
業
高
等
学
校
の
項

中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
本
宮
高
等
学
校
の
項
中
「
三
六
〇
人
」

を
「
三
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
東
高
等
学
校
の
項
中
「
八
八
〇
人
」
を
「
八
四
〇
人
」

「

国
際
経
済
科

四
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
商
業
高
等
学
校
の
項
中

を

流
通
経
済
科

三
二
〇
人

」

「

流
通
経
済
科

三
六
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇

」

人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
須
賀
川
高
等
学
校
の
項
中
「
六
四
〇
人
」
を
「
六
〇

〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
光
南
高
等
学
校
の
項
中
「
七
二
〇
人
」
を
「
六
八
〇
人
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
立
塙
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立

石
川
高
等
学
校
の
項
中
「
三
六
〇
人
」
を
「
三
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
船
引
高
等
学
校
の

項
中
「
四
八
〇
人
」
を
「
四
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
野
高
等
学
校
の
項
中
「
四
〇
〇
人
」

を
「
三
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
葵
高
等
学
校
の
項
中
「
七
六
〇
人
」
を
「
七
二
〇
人
」
に

改
め
、
同
表
福
島
県
立
会
津
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表

福
島
県
立
喜
多
方
高
等
学
校
の
項
中
「
六
〇
〇
人
」
を
「
五
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多

方
東
高
等
学
校
の
項
中
「
四
〇
〇
人
」
を
「
三
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等

「

エ
リ
ア
マ
ネ

一
二
〇
人

「

ジ
メ
ン
ト
科

エ
リ
ア
マ
ネ

学
校
の
項
中

を

一
二
〇
人

に

ジ
メ
ン
ト
科

ビ
ジ
ネ
ス
実

四
〇
人

」

務
科

」

改
め
、
同
表
福
島
県
立
磐
城
桜
が
丘
高
等
学
校
の
項
中
「
九
六
〇
人
」
を
「
九
二
〇
人
」
に
改
め
、
同

表
福
島
県
立
平
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
〇
人
」
を
「
一
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
平

「

国
際
経
済
科

四
〇
人

「

流
通
ビ
ジ
ネ

流
通
ビ
ジ
ネ

二
〇
〇
人

二
四
〇

ス
科

ス
科

情
報
シ
ス
テ

情
報
シ
ス
テ

商
業
高
等
学
校
の
項
中

二
四
〇
人

を

二
四
〇

ム
科

ム
科

Ｏ
Ａ
会
計
科

八
〇
人

オ
フ
ィ
ス
会

二
〇
〇

計
科

オ
フ
ィ
ス
会

一
六
〇
人

計
科

」

人
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人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
い
わ
き
光
洋
高
等
学
校
の
項
中
「
七
二
〇
人
」
を
「
六
八
〇
人
」
に

人

」

改
め
、
同
表
福
島
県
立
湯
本
高
等
学
校
の
項
中
「
七
六
〇
人
」
を
「
七
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島

県
立
小
名
浜
高
等
学
校
の
項
中
「
二
八
〇
人
」
を
「
二
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
好
間
高
等

学
校
の
項
中
「
二
八
〇
人
」
を
「
二
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
四
倉
高
等
学
校
の
項
中
「
三

六
〇
人
」
を
「
三
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
双
葉
高
等
学
校
の
項
及
び
福
島
県
立
浪
江
高
等

学
校
の
項
中
「
一
二
〇
人
」
を
「
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
富
岡
高
等
学
校
の
項
中
「
二
四

「

福
島
県
立
双
葉
翔
陽
高
等
学
校

全
日
制

総
合

〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
中

(単
位
制
)

「

福
島
県
立
双
葉
翔
陽
高
等
学
校

全
日
制

(単
位
制
)

学
科

一
二
〇
人

双
葉
郡
大
熊

を

町

福
島
県
立
ふ
た
ば
未
来
学
園
高
等

全
日
制

」

学
校

(単
位
制
)

総
合
学
科

八
〇
人

双
葉
郡
大
熊

町

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
相
馬
東
高
等
学
校
の
項

総
合
学
科

一
五
二
人

双
葉
郡
広
野

町

」

及
び
福
島
県
立
原
町
高
等
学
校
の
項
中
「
五
二
〇
人
」
を
「
四
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小

「

情
報
処
理
科

四
〇
人

「

情
報
ビ
ジ
ネ

高
商
業
高
等
学
校
の
項
中

を

一
二

情
報
ビ
ジ
ネ

ス
科

八
〇
人

ス
科

」「

電

気

科

一
二
〇
人

〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
高
工
業
高
等
学
校
の
項
中

電

子

科

四
〇
人

」「
を

電

気

科

一
二
〇
人

に
改
め
る
。

」

」別
表
第
二
福
島
県
立
浪
江
高
等
学
校
津
島
校
の
項
中
「
一
二
〇
人
」
を
「
八
〇
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
労
働
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
本
文
中
「
又
は
申
出
」
を
削
り
、
同
号
ア
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅

地
建
物
取
引
士
証
」
に
、
「
は
り
付
け
ら
れ
た
」
を
「
貼
り
付
け
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
又
は
申
出
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
（
同
条

第
一
号
ア
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
審
査
調
整
課
）
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